
メタンハイドレートの実用化を求める意見書 

 ２０１１年３月１１日に発生した東京電力の福島第１原子力発電所事故により、現在、

日本では原子力に依存しない新しい国づくりへの取り組みが求められており、とりわけ、

新たなエネルギー資源の開発や再生可能エネルギーの利用拡大などで、分散型エネルギー

社会を構築することが望まれています。 

 そうした中、国内の天然ガス消費量の約１００年分にも相当するメタンハイドレートが

存在するとの試算もあり、新たなエネルギー資源として注目されています。日本では地層

中でメタンガスと水に分解して回収する「減圧法」により、世界で初めて連続生産に成功

し、今年２月には海洋産出試験に向けた事前の掘削作業が東部南海トラフ海域で行われる

など、開発技術では世界の先頭を走っています。 

 エネルギー消費国でありながら、資源の多くを輸入に頼っている日本にとって、国内で

資源を開発し供給源を求めていくことは、将来のエネルギー安全保障を確立する上で避け

られない国家の重要課題であり、原子力発電依存を縮小する方策のひとつとして、メタン

ハイドレートは貴重な国内資源として１日も早い実用化が求められます。 

 よって政府におかれては、メタンハイドレートの実用化を本格的に推進するため、 

採掘技術を中心とした人材の確保や産学連携並びに、民間投資を促す国家的プロジェクト

として、事業の安定性に資する予算措置を行うよう強く求めます。 

 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 
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